
女川町教育委員会からのお知らせ 

学習塾代等支援事業の電子申請が始まります 

令和５年９月より、みなさまの利便性向上を図るため、学習塾等支援事業の

申請・実績報告がスマートフォンやパソコンからできるようになりました。電

子申請の方法については、下記をご覧ください。 

※引き続き、窓口での申請も受け付けております。 

 

＜交付申請フォーム入力例＞ 

 

□対象となる事業・①月謝、②入会金の補助額について 

補助対象区分 補助額上限

第１号 5,000円

第２号 3,000円

両　方 5,000円

学習塾、家庭教師、通信教育等

スポーツ、習字、そろばん、ピアノ等

習い事の例

 
※①月謝が補助額上限未満のときは、実際に支払った金額を補助します。 

①月謝には、教材費・管理費等は含まれません。 

②入会金には、年会費や事務手数料等は含まれません。 

□添付書類について 

新規…入会がわかる書類、月謝・学習内容がわかる書類（月謝袋や領収書など） 

継続…月謝・学習内容がわかる書類（月謝袋や領収書など） 

※継続で習い事をしている場合、入会金が発生しても補助の対象とはなりません。 

 

 



 

 
※所定の活動場所がない場合 

 所在地：主に活動している場所の所在地を入力 

電話番号：コーチや責任者等の電話番号 

必要に応じて、申請された学習塾等に通塾状況等を確認することがあります。 

 

 

 

 

学習塾等の事業内容はできるだけ詳し

く入力してください。 

例）野球・サッカー・英会話教室など 

口座の名義人は申請者と同一名義

で申請してください。 



＜実績報告フォーム入力例＞ 

 

□添付書類について 

領収書、月謝袋（受領印が押印してあるもの）など支払ったことがわかる書類。 

 

＜内容変更届フォーム入力例＞ 

 
□変更届の提出が必要なケース 

①氏名・住所に変更があったとき 

②習い事の月謝・種類が変わったとき        

③振込区分を変更したいとき 

 

 

 

支払金額には、実際に支払をした金額を

入力してください。 

※教材費・管理費等は含みません。 

記入例 

 ①変更理由：住所に変更があったため 

  変更内容：女川町１丁目 → 女川町２丁目 

  

②変更理由：習い事の月謝が変わったため 

 変更内容：3,000 円 → 4,500 円 

②の理由により変更届を提出する場合は

入会がわかる書類、月謝・学習内容がわ

かる書類を添付してください。 



＜辞退届フォーム入力例＞ 

 

□辞退届の提出が必要なケース 

 ①習い事をやめたとき 

 ②女川町外に転居したとき 

 

＜申請時の注意点＞ 

・学習塾の名称及び内容は詳しく入力してください。 

・申請者と補助金の振込先は同一名義で申請してください。 

・添付ファイルの容量は 5MBが上限となります。領収書などの写真はできる 

限りまとめてお撮りください。また、PDF 等のデータも添付できますので 

ご活用ください。 

・月謝が口座から引き落としされている方は、なるべく通帳の写しではなく、 

マイページや領収書の写真を添付してください。 

また、通帳の写しを添付する場合は該当部分（金額）がわかるように提出し 

てください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

女川町教育委員会 教育局 学務係  

TEL：0225-54-3133（直通） 


